
別表三（一）の記載の仕方 
 

１ この明細書は、法第67条第１項｟特定同族会社の

特別税率｠に規定する特定同族会社が同条の規定の

適用を受ける場合に記載します。 

２ 「留保所得金額９」及び「当期留保金額19」の各欄

の記載に当たっては、次によります。 

⑴ 別表四「17」の欄に金額の記載がある場合には、

当該金額を「留保所得金額９」の欄の上段に内書と

して記載します。この場合には、「当期留保金額19」

の欄の記載に当たっては、その内書きした金額を

「９」から減算して計算します。 

⑵ 別表十(六)「15」の欄に金額の記載がある場合に

は、当該金額を「留保所得金額９」に含めて記載し

ます。 

３ 「前期末配当等の額10」の欄は、令和２年６月改正

令附則第33条｟留保金額から控除する金額等に関す

る経過措置｠に規定する連結完全支配関係がある法

人に係る配当等がある場合には、「通算法人間配当

等」とあるのは、「通算法人間配当等又は連結法人間

配当等」として記載します。 

４ 「当期末配当等の額11」の欄は、法第67条第４項に

規定する期末配当等により減少する同項に規定する

利益積立金額に相当する金額を記載します。 

５ 措置法第42条の４第８項第６号ロ若しくは第７号

｟試験研究を行った場合の法人税額の特別控除｠

（これらの規定を同条第18項において準用する場合

を含みます。）の規定の適用がある場合又は措置法

第62条第１項｟使途秘匿金の支出がある場合の課税

の特例｠に規定する使途秘匿金の支出がある場合の

記載は、次によります。 

 「中小企業者等以外の法人22」の欄の記載に当

たっては、「別表一「４」」の金額から別表六(九)

付表「32」及び「37」並びに別表六(十二)付表二「19」

及び「24」の金額を控除して計算します。 

 「中小企業者等23」の欄の記載に当たっては、「別

表一「４」」の金額から別表六(九)付表「32」及び

「37」の金額を控除して計算します。 

６ 「住民税額24」の欄は、措置法第42条の12の５第３

項｟給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特

別控除｠に規定する中小企業者等に該当する法人に

あっては「（22）又は」を消し、その他の法人にあって

は「又は（23）」を消します。

 

 


